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その他 防災気象情報、洪水予報の変更について
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佐賀地方気象台
Saga Meteorolojical Office

Japan Meteorological Agency

防災気象情報の改善について

新たな防災気象情報に関する
気象庁HP特設ページ →→→
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佐賀地方気象台
Saga Meteorolojical Office

Japan Meteorological Agency

新しい防災気象情報（令和8年5月29日から運用開始予定）
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（警戒レベルごとの）
住民が

とるべき行動

高潮
海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

⼟⽯流

大雨
低地の浸水や

⼤河川以外の氾濫

河川氾濫
１級河川などの
⼤河川の氾濫

命の危険 直ちに安全確保︕レベル５
高潮特別警報

レベル５
土砂災害特別警報

レベル５
大雨特別警報

レベル５
氾濫特別警報

警戒レベル
５相当

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難︕＞

危険な場所から全員避難レベル４
高潮危険警報

レベル４
土砂災害危険警報

レベル４
大雨危険警報

レベル４
氾濫危険警報

警戒レベル
４相当

避難に時間を要する人は早めに避
難、避難の準備など

レベル３
高潮警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
大雨警報

レベル３
氾濫警報

警戒レベル
３相当

避難⾏動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

レベル２
高潮注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
氾濫注意報

警戒レベル
２

災害への心構えを高める早期注意情報警戒レベル
１

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

 防災気象情報（河川氾濫、⼤雨、⼟砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表します。
 対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を新設します。
 情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。（例︓レベル４⼤雨危険警報 等）



佐賀地方気象台
Saga Meteorolojical Office

Japan Meteorological Agency

河川氾濫・大雨に関する情報の主な変更点

左記以外の河川も含む
洪水警報等水位周知河川洪水予報河川分類

約400河川河川数
河川事務所または
都道府県と気象台発表主体

河川ごと発表単位

外水氾濫対象とする
主な現象

水位（実測・予測）発表指標

レベル５氾濫特別警報5

情
報
名
称

レベル４氾濫危険警報４

レベル３氾濫警報３

レベル２氾濫注意報２

早期注意情報1

ー

気象台

市町村ごと
内水氾濫及び

洪水予報河川以外の外水氾濫
表面雨量指数・流域雨量指数

（解析・予測）

レベル５大雨特別警報

レベル４大雨危険警報

レベル３大雨警報

レベル２大雨注意報

早期注意情報

河川氾濫等に関する情報 大雨に
関する情報

洪水予報河川への
移⾏を促進

 河川氾濫等に関する情報は、洪水予報河川のみを対象とした河川ごとの情報とし、「レベル３氾濫警報」等の名
称で発表します。これまでの気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は⾏いません。

 水位周知河川の氾濫危険情報等のレベル毎の水位の情報は、警戒レベルとの関係を含めてこれまで通りの運用
とし、洪水予報河川への移⾏を促進します。

 浸水害を対象とした⼤雨特別警報・警報・注意報は、⼤雨に関する情報として警戒レベル毎に整理し、警戒レベル
相当情報として位置づけます。洪水予報河川以外の河川についても、大雨に関する情報の中で一緒に扱います。

河川事務所・都道府県
による水位情報は、これ
までどおり発表すること
とし、警戒レベルとの関
係は変更しない。

当面は、大雨に関する
情報でも扱う。

大雨に関する情報で扱
う。

河川氾濫・大雨に関する情報体系と名称
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

洪水予報の変更について

国土交通省九州地方整備局

武雄河川事務所
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洪水予報の変更について

（イメージ図）

従来の氾濫発生情報を現認した時点に加え、予測水位
等の情報から「氾濫発生水位」に到達することの蓋然性
が高まった時にはレベル５氾濫特別警報（切迫）を発令

する運用が追加されました。

九州地方整備局
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洪水に係る警戒レベル５相当情報の運用体制（洪水予報河川）
九州地方整備局
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市町村ごと河川ごと※2発表

レベル５
大雨特別警報

レベル５
氾濫発⽣情報
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情
報
名
称

レベル４
⼤雨危険警報

レベル４
氾濫危険情報４

レベル３
⼤雨警報

レベル３
氾濫警戒情報３

レベル２
⼤雨注意報

レベル２
氾濫注意情報２

早期注意情報－1

氾
濫
の
発
生
・

切
迫
を
把
握※

1

河

氾濫の

発生・切
迫

警戒レベル５相当情報の伝達の流れ［水位周知河川等］

河

気

河川管理者

都道府県知事（水防）
国土交通大臣
気象庁⻑官

※1 河川の水位や流量の変動、堤防、
水門等の損壊状況等の情報

①洪水による氾濫の発⽣や氾濫が迫っていることを関係者にプッシュ型で情報提供するため、河川管理者等は、氾濫による
危険の切迫を認める場合に都道府県知事へ通報する制度を創設。

②国土交通大臣又は都道府県知事は、河川管理者からの通報に基づき、レベル５氾濫発⽣情報を関係機関へ通知・周
知（気象庁が発表するレベル５⼤雨特別警報の発表判断にも活用）。

③市町村⻑は、国⼟交通⼤臣又は都道府県知事からの「レベル５氾濫発⽣情報」の通知を踏まえ、対象地域の住⺠に対
して緊急安全確保の発令を判断。

レベル５
大雨特別警報
氾濫発⽣情報
一般に周知

対象地域の住⺠
緊急安全確保

市町村長

報道機関

国県

※2 これまで氾濫発⽣情報は、水位周知河川で任意の取り組みとして氾濫を確認した際に発表していたが、今後は水位周知河川、その他河川は切迫
段階でも「レベル５氾濫発⽣情報」を発表（予め水防計画に定められた氾濫等の通報の対象河川）。
水位周知河川によっては、レベル５氾濫発⽣情報、レベル４氾濫危険情報のみ発表、その他河川はレベル５氾濫発⽣情報のみ発表の場合がある。

通知・周知
（緊急安全確保の
判断に資する情報）

３

【水防法 新第24条の2第1項、新第25条第1項】

【水防法 第13条の４、新第24条の2第2項】

２

国県

国県

国県

気

気

気

国県
通報
１

通知
２河川ごとのレベル５

氾濫発⽣情報を
気象庁に通知する

通知
・周知

気

気象庁はレベル５大雨特別警報の発表
を判断する際に、河川ごとに通知される
レベル５氾濫発⽣情報を参考にする

洪水に係る警戒レベル５相当情報の運用体制（水位周知河川等）
九州地方整備局
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